
○
農
林
水
産
省
令
第

号

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
肥
料
の
品
質
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
条

第
一
項
第
六
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
（
同
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二

条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法

第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
原
料
の
範
囲
を
限
定
し
な
け
れ
ば
品
質
の
確
保
が
困
難
な
肥
料
）

第
一
条

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

（
新
設
）

百
二
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
普
通
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除

く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

魚
廃
物
加
工
肥
料

二

乾
燥
菌
体
肥
料

三

副
産
動
植
物
質
肥
料

四

菌
体
肥
料

五

副
産
肥
料

3



六

液
状
肥
料

七

吸
着
複
合
肥
料

八

家
庭
園
芸
用
複
合
肥
料

九

化
成
肥
料

（
有
害
成
分
を
含
有
す
る
お
そ
れ
が
高
い
普
通
肥
料
）

（
有
害
成
分
を
含
有
す
る
お
そ
れ
が
高
い
普
通
肥
料
）

第
一
条
の
二

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
普
通

第
一
条

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

肥
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

百
二
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
普
通
肥
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

汚
泥
肥
料

一

下
水
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

二

し
尿
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

三

工
業
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

四

混
合
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

五

焼
成
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

六

汚
泥
発
酵
肥
料
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二
・
三

（
略
）

七
・
八

（
略
）

第
一
条
の
三
～
第
一
条
の
五

（
略
）

第
一
条
の
二
～
第
一
条
の
四

（
略
）

（
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
を
要
す
る
肥
料
）

（
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
を
要
す
る
肥
料
）

第
二
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に

第
二
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
農
林
水
産

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
肥
料
は
、
次
に
掲
げ
る
種
類
に
属
す
る
普
通
肥
料
（
農
林

省
令
で
定
め
る
肥
料
は
、
次
に
掲
げ
る
種
類
に
属
す
る
普
通
肥
料
（
農
林

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

熔
成
け
い
酸
り
ん
肥

一

副
産
窒
素
肥
料

よ
う

（
削
る
）

二

液
状
副
産
窒
素
肥
料

（
削
る
）

三

熔
成
汚
泥
灰
け
い
酸
り
ん
肥

よ
う

（
削
る
）

四

副
産
り
ん
酸
肥
料

二

乾
燥
菌
体
肥
料

五

乾
燥
菌
体
肥
料

三

菌
体
肥
料

六

吸
着
複
合
肥
料
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四

副
産
肥
料

七

副
産
複
合
肥
料

五

熔
成
複
合
肥
料

八

熔
成
汚
泥
灰
複
合
肥
料

よ
う

よ
う

六

汚
泥
肥
料

九

副
産
苦
土
肥
料

七

水
産
副
産
物
発
酵
肥
料

十

副
産
マ
ン
ガ
ン
肥
料

八

硫
黄
及
び
そ
の
化
合
物

十
一

液
体
副
産
マ
ン
ガ
ン
肥
料

（
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
）

（
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
）

第
二
条
の
三

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽

第
二
条
の
三

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽

培
試
験
の
成
績
を
申
請
書
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

培
試
験
の
成
績
を
申
請
書
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

試
験
の
設
計

四

試
験
の
設
計

イ

肥
料
又
は
そ
の
原
料
の
供
試
試
料
の
種
類
及
び
名
称
並
び
に
分
析

イ

供
試
肥
料
及
び
対
照
肥
料
の
種
類
及
び
名
称
並
び
に
分
析
成
績

成
績

ロ

供
試
土
壌
の
土
性
、
沖
積
土
又
は
洪
積
土
の
別
そ
の
他
土
壌
の
性

ロ

供
試
土
壌
の
土
性
及
び
沖
積
土
又
は
洪
積
土
の
別
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質
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

施
用
の
設
計

ニ

施
肥
の
設
計

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

２

前
項
第
六
号
の
試
験
結
果
に
は
そ
れ
を
証
明
す
る
供
試
作
物
の
写
真
を

２

前
項
第
四
号
ホ
の
試
験
区
に
は
対
照
区
を
設
け
、
同
項
第
六
号
の
試
験

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
果
に
は
そ
れ
を
証
明
す
る
供
試
作
物
の
写
真
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
仮
登
録
の
申
請
に
要
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
）

（
仮
登
録
の
申
請
に
要
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
栽
培
試
験
の
成
績
を
申
請
書
に
記
載
す

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
栽
培
試
験
の
成
績
を
申
請
書
に
記
載
す

る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

試
験
の
設
計

四

試
験
の
設
計
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イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

ほ
場
試
験
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
位
置
、
田
畑
の
別
、
地
質
、

ロ

ほ
場
試
験
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
位
置
、
田
畑
の
別
、
地
質
、

土
性
及
び
耕
土
の
深
さ
、
容
器
内
試
験
の
場
合
に
あ
つ
て
は
供
試
土

土
性
及
び
耕
土
の
深
さ
、
容
器
内
試
験
の
場
合
に
あ
つ
て
は
供
試
土

壌
の
土
性
、
沖
積
土
又
は
洪
積
土
の
別
そ
の
他
土
壌
の
性
質
に
つ
い

壌
の
土
性
及
び
沖
積
土
又
は
洪
積
土
の
別

て
必
要
な
事
項

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

施
用
の
設
計

ニ

施
肥
の
設
計

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

一

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

る
普
通
肥
料
（
第
一
条
に
定
め
る
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
農

る
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
生
産
工
程
の
概
要

、
生
産
工
程
の
概
要

二

第
一
条
に
定
め
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
使
用
さ
れ
る
原
料
、
公

（
新
設
）

定
規
格
の
う
ち
使
用
さ
れ
る
原
料
に
つ
い
て
の
規
格
（
次
号
及
び
第
二

十
五
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
原
料
規
格
」
と
い
う
。
）
へ
の
適
合

性
が
確
認
で
き
る
事
項
及
び
生
産
工
程
の
概
要

三

第
一
条
の
二
に
定
め
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
原
料
の
使
用
割
合

二

第
一
条
に
定
め
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
原
料
の
使
用
割
合
及
び

、
原
料
規
格
へ
の
適
合
性
が
確
認
で
き
る
事
項
及
び
生
産
工
程
の
概
要

生
産
工
程
の
概
要

四
・
五

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
見
本
の
提
出
）

（
見
本
の
提
出
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
肥
料
の
見
本
に
は
、
そ
の
容
器
の
外
部
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を

２

前
項
の
肥
料
の
見
本
に
は
、
そ
の
容
器
の
外
部
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
票
紙
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
票
紙
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

含
有
主
成
分
量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
（
第
一
条
の
二
に
定
め
る

三

含
有
主
成
分
量
（
第
一
条
に
定
め
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
有
害

普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
有
害
成
分
の
含
有
量
）

成
分
の
含
有
量
）

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
条
の
二
に
定
め
る
普
通
肥
料
の
登
録
の
申
請

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
二
に
定
め
る
普
通
肥
料
の

に
係
る
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
必

登
録
の
申
請
に
係
る
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽

要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
並
び
に
仮
登
録
の
申
請
に
係
る
普
通
肥
料
で
あ

培
試
験
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
並
び
に
仮
登
録
の
申
請
に
係
る
普

つ
て
栽
培
試
験
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験

通
肥
料
で
あ
つ
て
栽
培
試
験
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は

に
必
要
な
最
少
量
の
見
本
の
追
加
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

、
当
該
試
験
に
必
要
な
最
少
量
の
見
本
の
追
加
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
あ

る
。

（
登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
普
通
肥
料
の
種
類
）

（
登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
普
通
肥
料
の
種
類
）

第
七
条
の
六

法
第
十
二
条
第
一
項
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

第
七
条
の
六

法
第
十
二
条
第
一
項
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
種
類
の
普
通

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
種
類
の
普
通

肥
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

肥
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

硫
酸
加
里
、
塩
化
加
里
、
硫
酸
加
里
苦
土
、
重
炭
酸
加
里
、
腐
植
酸

三

硫
酸
加
里
、
塩
化
加
里
、
硫
酸
加
里
苦
土
、
重
炭
酸
加
里
、
腐
植
酸

加
里
肥
料
、
け
い
酸
加
里
肥
料
、
粗
製
加
里
塩
、
加
工
苦
汁
加
里
肥
料

加
里
肥
料
、
け
い
酸
加
里
肥
料
、
粗
製
加
里
塩
、
加
工
苦
汁
加
里
肥
料

、
被
覆
加
里
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、
被
覆
加
里
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、

液
体
け
い
酸
加
里
肥
料
、
熔
成
け
い
酸
加
里
肥
料
及
び
混
合
加
里
肥
料

液
体
け
い
酸
加
里
肥
料
、
熔
成
け
い
酸
加
里
肥
料
、
副
産
加
里
肥
料
及

よ
う

よ
う

（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

び
混
合
加
里
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四

魚
か
す
粉
末
、
干
魚
肥
料
粉
末
、
魚
節
煮
か
す
、
甲
殻
類
質
肥
料
粉

四

魚
か
す
粉
末
、
干
魚
肥
料
粉
末
、
魚
節
煮
か
す
、
甲
殻
類
質
肥
料
粉

末
、
蒸
製
魚
鱗
及
び
そ
の
粉
末
、
肉
か
す
粉
末
、
肉
骨
粉
、
蒸
製
て
い

末
、
蒸
製
魚
鱗
及
び
そ
の
粉
末
、
肉
か
す
粉
末
、
肉
骨
粉
、
蒸
製
て
い

角
粉
、
蒸
製
て
い
角
骨
粉
、
蒸
製
毛
粉
、
乾
血
及
び
そ
の
粉
末
、
生
骨

角
粉
、
蒸
製
て
い
角
骨
粉
、
蒸
製
毛
粉
、
乾
血
及
び
そ
の
粉
末
、
生
骨

粉
、
蒸
製
骨
粉
、
蒸
製
鶏
骨
粉
、
蒸
製
皮
革
粉
、
干
蚕
蛹
粉
末
、
蚕
蛹

粉
、
蒸
製
骨
粉
、
蒸
製
鶏
骨
粉
、
蒸
製
皮
革
粉
、
干
蚕
蛹
粉
末
、
蚕
蛹

よ
う

よ
う

よ
う

よ
う

油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
絹
紡
蚕
蛹
く
ず
、
と
う
も
ろ
こ
し
は
い
芽
及

油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
絹
紡
蚕
蛹
く
ず
、
と
う
も
ろ
こ
し
は
い
芽
及

よ
う

よ
う

び
そ
の
粉
末
、
大
豆
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
な
た
ね
油
か
す
及
び
そ

び
そ
の
粉
末
、
大
豆
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
な
た
ね
油
か
す
及
び
そ

の
粉
末
、
わ
た
み
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
落
花
生
油
か
す
及
び
そ
の

の
粉
末
、
わ
た
み
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
落
花
生
油
か
す
及
び
そ
の

粉
末
、
あ
ま
に
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
ご
ま
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末

粉
末
、
あ
ま
に
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
ご
ま
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末

、
ひ
ま
し
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
米
ぬ
か
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、

、
ひ
ま
し
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
米
ぬ
か
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、

そ
の
他
の
草
本
性
植
物
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
カ
ポ
ッ
ク
油
か
す
及

そ
の
他
の
草
本
性
植
物
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
カ
ポ
ッ
ク
油
か
す
及
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び
そ
の
粉
末
、
と
う
も
ろ
こ
し
は
い
芽
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
た
ば

び
そ
の
粉
末
、
と
う
も
ろ
こ
し
は
い
芽
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
た
ば

こ
く
ず
肥
料
粉
末
、
甘
草
か
す
粉
末
、
豆
腐
か
す
乾
燥
肥
料
、
え
ん
じ

こ
く
ず
肥
料
粉
末
、
甘
草
か
す
粉
末
、
豆
腐
か
す
乾
燥
肥
料
、
え
ん
じ

ゆ
か
す
粉
末
、
窒
素
質
グ
ア
ノ
、
加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料
、
と
う
も
ろ

ゆ
か
す
粉
末
、
窒
素
質
グ
ア
ノ
、
加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料
、
と
う
も
ろ

こ
し
浸
漬
液
肥
料
、
食
品
残
さ
加
工
肥
料
、
副
産
動
植
物
質
肥
料
（
農

こ
し
浸
漬
液
肥
料
、
副
産
植
物
質
肥
料
並
び
に
混
合
有
機
質
肥
料
（
農

林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
混
合
有
機
質
肥
料

林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五

副
産
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
液
状

（
新
設
）

肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
吸
着
複
合
肥

料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
家
庭
園
芸
用

複
合
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

六

り
ん
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
、
硝
酸
加
里
、
り
ん
酸
加
里
、
り
ん
酸
マ
グ
ネ

五

熔
成
複
合
肥
料
、
化
成
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

よ
う

シ
ウ
ム
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
熔
成
複
合
肥
料
、
化
成
肥
料
（
農
林
水
産
大

限
る
。
）
、
成
形
複
合
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限

よ
う

臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
混
合
動
物
排
せ
つ
物
複
合
肥
料
（

る
。
）
、
被
覆
複
合
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
混
合
堆
肥
複
合
肥
料

。
）
及
び
配
合
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
成
形
複
合
肥
料
（
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農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
被
覆
複
合
肥
料
（
農

林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
配
合
肥
料
（
農
林
水

産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七

生
石
灰
、
消
石
灰
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
、
貝
化
石
肥
料
、
硫
酸

六

生
石
灰
、
消
石
灰
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
、
貝
化
石
肥
料
、
副
産

カ
ル
シ
ウ
ム
、
副
産
石
灰
肥
料
及
び
混
合
石
灰
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣

石
灰
肥
料
及
び
混
合
石
灰
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

限
る
。
）

八

（
略
）

七

（
略
）

九

硫
酸
苦
土
肥
料
、
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
酢
酸
苦
土
肥
料
、
加
工
苦
土

八

硫
酸
苦
土
肥
料
、
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
酢
酸
苦
土
肥
料
、
加
工
苦
土

肥
料
、
腐
植
酸
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
、
リ
グ
ニ
ン
苦
土
肥
料
、

肥
料
、
腐
植
酸
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
、
リ
グ
ニ
ン
苦
土
肥
料
、

被
覆
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び

被
覆
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
副

混
合
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

産
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
混

合
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十
・
十
一

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
二

熔
成
微
量
要
素
複
合
肥
料
及
び
混
合
微
量
要
素
肥
料
（
農
林
水
産

十
一

熔
成
微
量
要
素
複
合
肥
料
、
液
体
微
量
要
素
複
合
肥
料
及
び
混
合

よ
う

よ
う

大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

微
量
要
素
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
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（
保
証
票
の
様
式
及
び
添
付
方
法
）

（
保
証
票
の
様
式
及
び
添
付
方
法
）

第
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

第
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
項
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
及

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く

び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
な
け
れ
ば

い
保
証
票
の
様
式
は
、
生
産
業
者
保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
九
号

な
ら
な
い
保
証
票
の
様
式
は
、
生
産
業
者
保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式

、
輸
入
業
者
保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
号
、
販
売
業
者
保
証
票

第
九
号
、
輸
入
業
者
保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
号
、
販
売
業
者

に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
つ
い
て
法
第
十
七
条

８

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
つ
い
て
法
第
十
七
条

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
し
な
け
れ

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
保
証
成
分
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

ば
な
ら
な
い
保
証
成
分
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
は

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
は

全
て
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
号
に
規
定
す
る
指
定
配
合

全
て
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
号
に
規
定
す
る
指
定
配
合

肥
料
に
該
当
す
る
場
合
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指

肥
料
に
該
当
す
る
場
合
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指

定
配
合
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
を
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

定
配
合
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
を
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

と
に
確
認
し
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
化
成

と
に
確
認
し
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
化
成

肥
料
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
主
成
分
に
加
え
て
、
原
料

肥
料
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
主
成
分
に
加
え
て
、
原
料

と
し
て
使
用
し
た
当
該
普
通
肥
料
の
公
定
規
格
で
定
め
る
含
有
す
べ
き

と
し
て
使
用
し
た
当
該
普
通
肥
料
の
公
定
規
格
で
定
め
る
含
有
す
べ
き

主
成
分
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
普
通
肥
料

主
成
分
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

に
あ
つ
て
は
可
溶
性
り
ん
酸
を
除
き
、
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
普

。

通
肥
料
に
あ
つ
て
は
く
溶
性
り
ん
酸
を
除
き
、
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
す

る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
有
効
石
灰
を
除
き
、
有
効
石
灰
を
保
証
す
る

普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
ア
ル
カ
リ
分
を
除
く
。
）
を
保
証
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

前
号
の
保
証
成
分
量
の
数
値
の
上
限
値
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

三

前
号
の
保
証
成
分
量
の
数
値
の
上
限
値
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
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主
成
分
ご
と
に
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
な
け
れ

主
成
分
ご
と
に
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

ア
ル
カ
リ
分
（
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰
又
は
農
林

ニ

ア
ル
カ
リ
分

水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰
及
び
有
効
苦
土
を
い
う
。
）

ホ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰

（
新
設
）

ヘ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
け
い
酸

ホ

有
効
け
い
酸

ト

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
苦
土

ヘ

有
効
苦
土

チ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
マ
ン
ガ
ン

ト

有
効
マ
ン
ガ
ン

リ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
ほ
う
素

チ

有
効
ほ
う
素

ヌ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
硫
黄

（
新
設
）

四

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
う
ち
造
粒
（
水
以

四

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
う
ち
造
粒
（
水
の

外
の
粒
状
化
を
促
進
す
る
材
料
を
使
用
す
る
造
粒
に
限
る
。
）
そ
の
他

み
を
用
い
る
造
粒
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方

の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
加
工
さ
れ
た
普
通
肥
料
（
以

法
に
よ
り
加
工
さ
れ
た
普
通
肥
料
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
指
定
化

下
こ
の
号
及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
指
定
化

成
肥
料
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
保
証
す
る
主
成
分
の
保
証
成
分
量
の
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成
肥
料
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
保
証
す
る
主
成
分
の
保
証
成
分
量
の

数
値
は
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
当
該
主
成
分
を
保

数
値
は
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
当
該
主
成
分
を
保

証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合

証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合

割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し

割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し

た
値
が
五
未
満
の
値
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
）
で
、
か
つ
、
当

た
値
が
五
未
満
の
値
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
）
で
、
か
つ
、
当

該
指
定
化
成
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と

該
指
定
化
成
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と

に
確
認
し
た
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
を
超
え
な
い
範

に
確
認
し
た
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

五

第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分

五

第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分

に
つ
い
て
そ
の
保
証
成
分
量
の
数
値
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭

に
つ
い
て
そ
の
保
証
成
分
量
の
数
値
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭

園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ
る
量
に
満
た
な
い
場
合
に

園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ
る
量
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
当
該
主
成
分
を
保
証
し
て
は
な
ら
な
い
。

は
、
当
該
主
成
分
を
保
証
し
て
は
な
ら
な
い
。

主
成
分

百
分
比

主
成
分

百
分
比

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
有
効
石

一

〇
・
一

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里

一

〇
・
一

灰
、
有
効
硫
黄
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（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

有
効
苦
土

一

〇
・
〇
一

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

五

五

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

五

五

有
効
苦
土

一

〇
・
〇
一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

有
効
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

有
効
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
五

〇
・
〇
〇
一

有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
五

〇
・
〇
〇
一

六

保
証
成
分
量
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
ご
と
に
、
そ
れ

六

保
証
成
分
量
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
ご
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ

ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ

る
量
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て

る
量
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
成
分

百
分
比

主
成
分

百
分
比

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
有
効
石

〇
・
一

〇
・
〇
一

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里

〇
・
一

〇
・
〇
一

灰
、
有
効
硫
黄

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

有
効
苦
土

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

〇
・
一

〇
・
一

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

〇
・
一

〇
・
一

有
効
苦
土

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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有
効
マ
ン
ガ
ン
、
有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
一

〇
・
〇
〇
〇
一

有
効
マ
ン
ガ
ン
、
有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
一

〇
・
〇
〇
〇
一

９

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
第
二
号
に
お
い
て
「

９

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
第
二
号
に
お
い
て
「

特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
十
七
条

特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
十
七
条

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
し
な
け
れ

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主

ば
な
ら
な
い
主
要
な
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る

ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲

げ
る
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
は
全
て
記

げ
る
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
は
、
主
要

載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
成
分
に
加
え
て
、
当
該
普
通
肥

な
成
分
と
し
て
全
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
成
分
に

料
の
公
定
規
格
で
定
め
る
含
有
す
べ
き
主
成
分
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を

加
え
て
、
当
該
普
通
肥
料
の
公
定
規
格
で
定
め
る
含
有
す
べ
き
主
成
分

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
と
し

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
主
要
な
成
分
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲

二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
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げ
る
普
通
肥
料
に
限
る
。
）
及
び
特
殊
肥
料
に
お
い
て
表
示
す
べ
き
主

げ
る
普
通
肥
料
に
限
る
。
）
及
び
特
殊
肥
料
に
お
い
て
表
示
す
べ
き
主

成
分
は
全
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
成
分
に
加
え
て

要
な
成
分
は
全
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
成
分
に
加

、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
が
含
有
す
る
次
号
の
表
の
上

え
て
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
が
含
有
す
る
次
号
の
表

欄
に
掲
げ
る
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

の
上
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
成
分
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

第
一
号
た
だ
し
書
及
び
前
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

三

第
一
号
た
だ
し
書
及
び
前
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
に
つ
い
て
そ
の
含
有
量
の
数
値
が

が
定
め
る
主
成
分
に
つ
い
て
そ
の
含
有
量
の
数
値
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に

中
欄
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ
る
量
に
満
た

掲
げ
る
量
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
成
分
を
記
載
し
て
は
な
ら
な

な
い
場
合
に
は
、
当
該
成
分
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
。

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の

百
分
比

主
要
な
成
分

百
分
比

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成

分窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
有
効
石

一

〇
・
一

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里

一

〇
・
一

灰
、
有
効
硫
黄
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（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

有
効
苦
土

一

〇
・
〇
一

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

五

五

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

五

五

有
効
苦
土

一

〇
・
〇
一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

有
効
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

有
効
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
五

〇
・
〇
〇
一

有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
五

〇
・
〇
〇
一

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
以

前
項
の
規
定
は
、
法
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
以
下

10

10

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。

こ
の
項
に
お
い
て
「
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）

）
の
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の

の
主
要
な
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

含
有
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
当
該
特
殊
肥
料

「
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
土
壌
改

等
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定

良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

混
合
肥
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

11

11

（
保
証
票
の
記
載
事
項
）

（
保
証
票
の
記
載
事
項
）

第
十
一
条
の
二

法
第
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る

第
十
一
条
の
二

法
第
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
（
法
第
三
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事
項
の
保
証
票
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
の
保
証
票
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
七
条
第
一
項
第
十
四
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

２

法
第
十
七
条
第
一
項
第
十
四
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
事
故
肥
料
譲
渡
許
可
の
申
請
）

（
事
故
肥
料
譲
渡
許
可
の
申
請
）

第
十
六
条

前
条
に
掲
げ
る
肥
料
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

第
十
六
条

前
条
に
掲
げ
る
肥
料
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
故
肥
料

よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
故
肥
料

譲
渡
許
可
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

譲
渡
許
可
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
及
び
保
証
成
分
量
（
法
第
四
条
第

四

事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
及
び
保
証
成
分
量
（
法
第
四
条
第
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一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥

一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥

料
の
数
量
及
び
含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の
最
大
量
と
し
、
同
条
第

料
の
数
量
及
び
含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の
最
大
量
と
し
、
同
条
第

二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号

二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に

に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
及
び
法
第
十
七
条
第
一
項

あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
及
び
法
第
十
七
条
第
一
項

第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
と
し
、
法
第
四

第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
要
な
成
分
（
以
下
こ
の
号
、
次

条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第

号
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
主
要
な
成
分
」
と

三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

い
う
。
）
の
含
有
量
と
し
、
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

）
に
あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
、
法
第
十
七
条
第
一

る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し

項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
及
び
原
料
と

て
配
合
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥

し
て
配
合
し
た
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
種
類

料
の
数
量
、
主
要
な
成
分
の
含
有
量
及
び
原
料
と
し
て
配
合
し
た
同
条

と
す
る
。
）

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
種
類
と
す
る
。
）

五

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
及
び
含
有
主
成
分
量
（
法
第
四
条

五

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
及
び
含
有
主
成
分
量
（
法
第
四
条

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
譲
渡
し
よ
う
と
す
る

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
譲
渡
し
よ
う
と
す
る

肥
料
の
数
量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
と
し
、
同
条
第
二
項
第
三
号
及

肥
料
の
数
量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
と
し
、
同
条
第
二
項
第
三
号
及
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び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通

び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通

肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
譲
渡

肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
譲
渡

し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
及
び
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林

し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
及
び
主
要
な
成
分
の
含
有
量
と
し
、
同
条

水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
と
し
、
法
第
四
条
第
二
項
第
三

第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は

に
あ
つ
て
は
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
、
主
要
な
成
分
の
含
有

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
、
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農

量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
と
す
る
。
）

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
と

す
る
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）

２

前
項
及
び
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十

２

前
項
及
び
肥
料
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
九
十
八
号

五
年
政
令
第
百
九
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
事
故
肥

よ
り
提
出
す
べ
き
事
故
肥
料
譲
渡
許
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

料
譲
渡
許
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば

十
二
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
事
故
肥
料
成
分
票
の
添
付
命
令
）

（
事
故
肥
料
成
分
票
の
添
付
命
令
）

第
十
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

第
十
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

を
す
る
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
当
該
肥
料
の
容
器
又
は
包
装
の
外
部

を
す
る
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
当
該
肥
料
の
容
器
又
は
包
装
の
外
部

（
容
器
及
び
包
装
を
用
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
各
荷
口
又
は
各
個
。

（
容
器
及
び
包
装
を
用
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
各
荷
口
又
は
各
個
。

以
下
同
じ
。
）
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
故
肥
料
成
分
票
を
付
す
べ
き

以
下
同
じ
。
）
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
故
肥
料
成
分
票
を
付
す
べ
き

旨
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

旨
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

含
有
主
成
分
量
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第

三

含
有
主
成
分
量
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
七
条
第

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
主
要
な
成
分
の

一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
）

含
有
量
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
事
故
肥
料
成
分
票
の
様
式
）

（
事
故
肥
料
成
分
票
の
様
式
）

第
十
九
条

前
条
及
び
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
す
べ
き
事
故
肥

第
十
九
条

前
条
及
び
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
す
べ
き
事
故
肥
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料
成
分
票
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

料
成
分
票
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
表
示
命
令
）

（
削
る
）

第
十
九
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項

第
七
号
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を

受
け
た
普
通
肥
料
若
し
く
は
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
出
に
係
る
指
定
混
合
肥
料
又
は
法

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
若
し
く
は
仮
登
録
を
受
け

た
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
の
生
産
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
当
該
普
通
肥

料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
容
器
又
は
包

装
の
外
部
に
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
表
示
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
法
第
三
十
三
条
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の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
仮
登
録
を
受
け
た
も
の
の
輸
入
業

者
は
、
当
該
肥
料
の
容
器
若
し
く
は
包
装
を
変
更
し
た
と
き
、
又
は
容
器

若
し
く
は
包
装
の
な
い
当
該
肥
料
を
容
器
に
入
れ
、
若
し
く
は
包
装
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
の
外
部
に
前
項
の
農
林
水
産

大
臣
の
定
め
る
表
示
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
表
示
事

項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は
当
該
表
示
事
項
が
不
明
と
な
つ
た
当

該
肥
料
を
輸
入
し
た
と
き
、
及
び
輸
入
し
た
当
該
肥
料
が
自
己
の
所
有
又

は
管
理
に
属
し
て
い
る
間
に
、
当
該
表
示
事
項
が
不
明
と
な
つ
た
と
き
も

、
同
様
と
す
る
。

（
肥
料
の
生
産
又
は
輸
入
に
係
る
帳
簿
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

普
通
肥
料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
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イ

生
産
し
、
又
は
輸
入
し
た
年
月
日

ロ

普
通
肥
料
の
名
称
及
び
数
量

ハ

普
通
肥
料
の
原
料
の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

家
庭
園
芸
用
肥
料
（
指
定
配
合
肥
料
及
び
指
定
化
成
肥
料
に
限
る

（１）
。
）
の
場
合
に
は
使
用
し
た
原
料
の
種
類
、
名
称
、
使
用
量
及
び
入

手
先
（
指
定
混
合
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
の
当
該
原
料

の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
の
名
称
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

の
別
、
使
用
量
及
び
入
手
先
）
）

以
外
の
普
通
肥
料
の
場
合
に
は
使
用
し
た
原
料
（
法
第
十
七

（２）

（１）
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
種
類
、
使
用
量
及
び
入
手
先
（
肥
料
を
原
料
と
し
て

使
用
し
た
場
合
の
当
該
原
料
の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
の
種

類
、
名
称
、
使
用
量
及
び
入
手
先
（
指
定
混
合
肥
料
を
原
料
と
し
て

使
用
し
た
場
合
の
当
該
原
料
の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
の
名
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称
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥

料
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
、
使
用
量
及
び
入
手
先
）
）

ニ

原
料
規
格
に
定
め
の
あ
る
原
料
を
使
用
し
た
場
合
の
当
該
原
料
の
記

載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
規
格
と
の
適
合
性
が
確
認
で
き
る
事
項

ホ

普
通
肥
料
に
使
用
し
た
材
料
（
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
種
類
、
名

称
、
使
用
量
及
び
入
手
先
（
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
普
通
肥

料
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
事
項
及
び
入
手
先
）

へ

普
通
肥
料
に
使
用
し
た
異
物
（
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
種
類
、
使

用
量
及
び
入
手
先

ト

第
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載

す
る
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
荷
口
番
号

チ

第
十
一
条
第
八
項
第
二
号
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く
は
第
四
号
又
は
同
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項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
主
成
分
の
保
証
成
分
量
を
定
め
た
場
合
に

あ
つ
て
は
当
該
保
証
成
分
量
の
裏
付
け
と
な
る
根
拠
、
第
一
条
の
二
に

掲
げ
る
普
通
肥
料
、
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
又
は
土
壌
改
良

資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分

の
含
有
量
の
裏
付
け
と
な
る
根
拠

リ

別
表
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
肥
料
を
原
料
の
一
つ
と
し
て
配
合
し
た
指

定
混
合
肥
料
又
は
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
指
定
混
合
肥
料
に
あ
つ
て
は

、
別
表
第
一
号
ニ
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
化
学
的
変
化
に
よ
り
品

質
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

要
件
を
満
た
す
こ
と
が
確
認
で
き
る
事
項

二

特
殊
肥
料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項

イ

生
産
し
、
又
は
輸
入
し
た
年
月
日

ロ

特
殊
肥
料
の
名
称
及
び
数
量
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ハ

令
第
八
条
に
掲
げ
る
特
殊
肥
料
（
専
ら
自
ら
飼
養
し
た
家
畜
の
排
せ

つ
物
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
（
水
分
含
有
量
を
調
整
す
る
た
め

に
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
動
植
物
質
の
有
機
質
物
を

原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
含
み
、
専
ら
特
殊
肥
料
が
原
料
と
し
て

配
合
さ
れ
る
肥
料
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
使
用
し
た

原
料
の
種
類
、
使
用
量
及
び
入
手
先
（
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た

場
合
の
当
該
原
料
の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
の
種
類
、
名
称
、

使
用
量
及
び
入
手
先
）

ニ

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
表
示
の
基
準

と
な
る
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
品
質
表
示
基
準
」
と
い

う
。
）
に
材
料
に
係
る
表
示
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
特
殊
肥
料
に
あ

つ
て
は
、
使
用
し
た
材
料
の
種
類
、
名
称
、
使
用
量
（
品
質
表
示
基
準

に
材
料
の
使
用
量
に
係
る
表
示
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る

。
）
及
び
入
手
先

２

肥
料
の
生
産
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
肥
料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
し
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た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
帳
簿
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
登
録
外
国
生
産
業
者
が
法
第
三
十
三
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
帳
簿
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
中
「
生
産
し
、
又
は
輸
入
」

と
あ
る
の
は
「
生
産
」
と
、
「
普
通
肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
仮
登
録
を
受
け
た
普
通
肥
料
で
あ

つ
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
二
項
の
規
定
中
「
肥
料
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
仮
登
録

を
受
け
た
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
も
の
」
と
、
「
生
産

業
者
又
は
輸
入
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
外
国
生
産
業
者
」
と
、
「
輸

入
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
肥
料
の
購
入
又
は
販
売
に
係
る
帳
簿
）

第
二
十
五
条
の
三

肥
料
の
生
産
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
は
、
肥

（
新
設
）

料
を
購
入
し
、
又
は
生
産
業
者
、
輸
入
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
に
販
売
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し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
帳
簿
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
）

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
）

第
三
十
二
条

令
第
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査

第
三
十
二
条

令
第
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審

法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定
す

査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定

る
方
法
に
よ
つ
て
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け

す
る
方
法
に
よ
つ
て
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お

る
審
理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理
関
係
人
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二

け
る
審
理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理
関
係
人
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成

十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を
い

二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
審
理
に

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
審
理

必
要
な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
行
政
不
服
審
査
法
第
十
一
条

に
必
要
な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
行
政
不
服
審
査
法
第
十
一

第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
が
相
当
と
認
め
る
場
所
を
、
審
理
関
係
人
ご

条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
が
相
当
と
認
め
る
場
所
を
、
審
理
関
係
人

と
に
指
定
し
て
行
う
。

ご
と
に
指
定
し
て
行
う
。

（
提
出
書
類
の
通
数
等
）

（
提
出
書
類
の
通
数
等
）

第
三
十
五
条

第
一
条
の
五
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、

第
三
十
五
条

第
一
条
の
四
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、
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第
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
す
る
書
面
、
第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
一
条
第

り
提
出
す
る
書
面
、
第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
一
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
令
第
五
条
の
規
定

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
令
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
申
請
書
、
第
二
十
条
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、

に
よ
る
申
請
書
、
第
二
十
条
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、

第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、

第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
書
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
は
、
正
副
各
一

に
よ
る
報
告
書
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
は
、
正
副
各
一

通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
（
第
一
条
の
三
関
係
）

別
表
（
第
一
条
の
二
関
係
）

一

次
に
掲
げ
る
肥
料
（
第
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
肥
料
に
あ
つ

一

次
に
掲
げ
る
肥
料
（
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
肥
料
に
あ
つ

て
は
、
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
を
原
料
の
一
つ
と
し
て
配

て
は
、
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
を
原
料
の
一
つ
と
し
て
配

合
し
た
も
の

合
し
た
も
の

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）
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ヘ

第
一
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料

ヘ

第
一
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥
料

ト

（
略
）

ト

（
略
）

二

次
の
表
の
各
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
肥
料
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

二

次
の
表
の
各
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
肥
料
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
項
の
下
欄
各
号
に
掲
げ
る
肥
料
の
い
ず
れ
か
を
原
料
と
し
て
配

当
該
各
項
の
下
欄
各
号
に
掲
げ
る
肥
料
の
い
ず
れ
か
を
原
料
と
し
て
配

合
し
た
も
の
（
配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
伴
い
化
学
的
変
化
に

合
し
た
も
の
（
配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
伴
い
化
学
的
変
化
に

よ
り
品
質
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が

よ
り
品
質
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

一

石
灰
質
肥
料
（
農
林

一

当
該
肥
料
の
属
す
る
種
別
と
異
な
る

一

石
灰
質
肥
料
（
農
林

一

当
該
肥
料
の
属
す
る
種
別
と
異
な
る

水
産
大
臣
が
指
定
す

種
別
に
属
す
る
普
通
肥
料
（
ア
ル
カ
リ

水
産
大
臣
が
指
定
す

種
別
に
属
す
る
普
通
肥
料
（
ア
ル
カ
リ

る
も
の
を
除
く
。
）

分
を
保
証
す
る
も
の
（
混
合
り
ん
酸
肥

る
も
の
を
除
く
。
）

分
を
保
証
す
る
も
の
（
混
合
り
ん
酸
肥

又
は
け
い
酸
質
肥
料

料
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

又
は
け
い
酸
質
肥
料

料
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

（
シ
リ
カ
ゲ
ル
肥
料

じ
。
）
又
は
苦
土
質
肥
料
に
属
す
る
も

（
シ
リ
カ
ゲ
ル
肥
料

じ
。
）
又
は
苦
土
肥
料
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
に
属
す

の
（
水
溶
性
苦
土
を
保
証
す
る
も
の
を

を
除
く
。
）
に
属
す

（
水
溶
性
苦
土
を
保
証
す
る
も
の
を
除

る
普
通
肥
料

除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

る
普
通
肥
料

く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
若
し
く
は
副
産
肥
料
（
専
ら
苦
土
含

を
除
く
。
第
二
項
に
お
い
て
「
石
灰
質
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有
物
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
で

肥
料
等
と
異
な
る
種
別
の
普
通
肥
料
」

あ
つ
て
、
く
溶
性
苦
土
又
は
可
溶
性
苦

と
い
う
。
）

土
を
保
証
し
、
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し

な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
第
二
項
に
お

い
て
「
石
灰
質
肥
料
等
と
異
な
る
種
別

の
普
通
肥
料
」
と
い
う
。
）

二

第
一
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通

二

第
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料

肥
料

三

（
略
）

三

（
略
）

二

石
灰
質
肥
料
等
と
異

特
殊
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る

二

石
灰
質
肥
料
等
と
異

特
殊
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る

な
る
種
別
の
普
通
肥

特
殊
肥
料
に
限
る
。
）

な
る
種
別
の
普
通
肥

特
殊
肥
料
に
限
る
。
）

料

料

備
考

備
考

第
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
表
の

第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
表
の
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第
一
項
上
欄
に
掲
げ
る
肥
料
と
同
項
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
肥
料
を

第
一
項
上
欄
に
掲
げ
る
肥
料
と
同
項
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
肥
料
を

原
料
と
し
て
配
合
し
た
肥
料
に
限
る
。

原
料
と
し
て
配
合
し
た
肥
料
に
限
る
。

三

配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
当
た
つ
て
肥
料
の
品
質
を
低
下
さ

三

配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
当
た
つ
て
肥
料
の
品
質
を
低
下
さ

せ
る
よ
う
な
異
物
を
混
入
し
た
も
の
（
第
一
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す

せ
る
よ
う
な
異
物
を
混
入
し
た
も
の
（
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す

る
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
四
に
規
定
す
る
土
壌
改
良
資
材
を
除

る
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
土
壌
改
良
資
材
を
除

く
。
）

く
。
）

四

配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
当
た
つ
て
第
四
条
第
四
号
に
規
定

四

配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
当
た
つ
て
第
四
条
第
三
号
に
規
定

す
る
材
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
し

す
る
材
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
し

た
も
の

た
も
の
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別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
三
号
、
別
記
様
式
第
七
号
、
別
記
様
式
第
九
号

、

、

（ロ）

（ヘ）

（ト）

及
び

、
別
記
様
式
第
十
号

、

、

及
び

、
別
記
様
式
第
十
一
号

、

、

及
び

、
別
記
様
式
第
十
二
号
並

（リ）

（ロ）

（ヘ）

（ト）

（リ）

（ロ）

（ヘ）

（ト）

（リ）

び
に
別
記
様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記

様式第１号（日本産業規格Ａ４）（第１条の５関係）

肥 料 登 録 申 請 書 （
な消 収
い印 入
こを 印
とし 紙）

年 月 日

農林水産大臣（都道府県知事） 殿

住所

氏名（名称及び代表者の氏名）

下記により生産業者（輸入業者、登録外国生産業者）として肥料の登録を受けたいので、

肥料の品質の確保等に関する法律第６条第１項（肥料の品質の確保等に関する法律第33条

の２第６項において準用する同法第６条第１項）の規定により肥料の見本を添えて登録を

申請します。

記

１ 氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

２ 国内管理人の氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

３ 肥料の種類

４ 肥料の名称

５ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第１条の２に定

める普通肥料にあつては、使用される原料その他の規格）

６ 生産する事業場の名称及び所在地

７ 保管する施設の所在地

８ 植物に対する害に関する栽培試験の成績（別紙のとおり）

９ 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第４条第１号から第４号までに掲げる事項

（別紙のとおり）

備考

１ 収入印紙は、正本にのみ付すること。

２ 生産業者にあつては２を、輸入業者にあつては２及び６を記載しなくてよい。

３ 第２条の２に掲げる肥料以外の肥料にあつては８を記載しなくてよい。
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様式第２号（日本産業規格Ａ４）（第１条の５関係）

肥 料 仮 登 録 申 請 書 （
な消 収
い印 入
こを 印
とし 紙）

年 月 日

農林水産大臣 殿

住所

氏名（名称及び代表者の氏名）

下記により生産業者（輸入業者、登録外国生産業者）として肥料の仮登録を受けたいの

で、肥料の品質の確保等に関する法律第６条第１項（肥料の品質の確保等に関する法律第

33条の２第６項において準用する同法第６条第１項）の規定により肥料の見本を添えて仮

登録を申請します。

記

１ 氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

２ 国内管理人の氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

３ 肥料の名称

４ 保証成分量その他の規格

５ 生産する事業場の名称及び所在地

６ 保管する施設の所在地

７ 施用方法（別紙のとおり）

８ 栽培試験の成績（別紙のとおり）

９ 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第４条第４号及び５号に掲げる事項（別紙

のとおり）

備考

１ 収入印紙は、正本にのみ付すること。

２ 生産業者にあつては２を、輸入業者にあつては２及び５を記載しなくてよい。
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様式第３号（日本産業規格Ａ４）（第８条関係）

肥料登録（仮登録）有効期間更新申請書 （
な消 収
い印 入
こを 印
とし 紙）

年 月 日

農林水産大臣（都道府県知事） 殿

住所

氏名（名称及び代表者の氏名）

下記により肥料の登録（仮登録）の更新を受けたいので、肥料の品質の確保等に関する

法律第12条第４項（肥料の品質の確保等に関する法律第33条の２第６項において準用する

同法第12条第４項）の規定により登録証（仮登録証）を添えて有効期間の更新を申請しま

す。

記

１ 登録番号（仮登録番号）

２ 登録年月日（仮登録年月日）

３ 氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

４ 国内管理人の氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

５ 肥料の種類

６ 肥料の名称

７ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第１条の２に定

める普通肥料にあつては、使用される原料その他の規格）

８ 生産する事業場の名称及び所在地

９ 保管する施設の所在地

10 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第４条各号に掲げる事項（別紙のとおり）

備考

１ 収入印紙は、正本にのみ付すること。

２ 生産業者にあつては４を、輸入業者にあつては４及び８を記載しなくてよい。

３ 仮登録にあつては５を記載しなくてよい。
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様式第７号（日本産業規格Ａ４）（第10条関係）

肥料登録証（仮登録証）再交付申請書

年 月 日

農林水産大臣（都道府県知事） 殿

住所

氏名（名称及び代表者の氏名）

下記の登録証（仮登録証）を滅失（汚損）したので、肥料の品質の確保等に関する法律

第13条第３項（肥料の品質の確保等に関する法律第33条の２第６項において準用する同法

第13条第３項）の規定により登録証（仮登録証）の再交付を申請します。

記

１ 登録番号（仮登録番号）

２ 登録年月日（仮登録年月日）

３ 登録（仮登録）の有効期限

４ 肥料の種類

５ 肥料の名称

６ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第１条の２に定

める肥料にあつては、使用される原料その他の規格）

備考 仮登録にあつては４を記載しなくてよい。
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様式第９号（第11条関係）
（ロ）法第４条第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

生 産 業 者 保 証 票

登録番号
肥料の種類
肥料の名称
原料の種類
材料の種類、名称及び使用量
正味重量
生産した年月
生産業者の氏名又は名称及び住所
生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量
炭素窒素比

備考
１ （イ）の備考第１号から第６号まで及び第８号から第10号までの規定は、法第４条
第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合における生産業者保証
票について準用する。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載
することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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（ヘ）第11条第９項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

特 殊 肥 料 等 入 り 指 定 混 合 肥 料

生 産 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産した年月

生産業者の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量

備考

１ （イ）の備考第１号から第６号まで及び第８号から第10号までの規定は、特殊肥料

等入り指定混合肥料の場合における生産業者保証票について準用する。この場合にお

いて、（イ）の備考第８号及び第９号中「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」

と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。

44



（ト）第11条第10項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

土 壌 改 良資 材入り指定混合肥料

生 産 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割合

正味重量

生産した年月

生産業者の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量

備考

１ （イ）の備考第１号から第６号まで及び第８号から第10号までの規定は、土壌改良

資材入り指定混合肥料の場合における生産業者保証票について準用する。この場合に

おいて、（イ）の備考第８号及び第９号中「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」

と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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（リ）法第33条の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に

定める普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

登 録 外 国 生 産 肥 料

生 産 業 者 保 証 票

登録番号

肥料の種類

肥料の名称

原料の種類

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産した年月

登録外国生産業者の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量

炭素窒素比

備考

１ （イ）の備考第１号から第６号まで及び第８号から第10号までの規定は、法第33条

の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に定める普通肥料の場合

における登録外国生産肥料生産業者保証票について準用する。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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様式第10号（第11条関係）

（ロ）法第４条第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

輸 入 業 者 保 証 票

登録番号

肥料の種類

肥料の名称

原料の種類

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

輸入した年月

輸入業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

炭素窒素比

備考

１ 様式第９号(イ)の備考第１号から第６号まで、第８号及び第10号の規定は、法第４

条第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合における輸入業者保

証票について準用する。この場合において、様式第９号(イ)の備考第８号中｢｢生産し

た年月｣｣とあるのは｢｢輸入した年月｣｣と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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（ヘ）第11条第９項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

特 殊 肥 料 等 入 り 指 定 混 合 肥 料

輸 入 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

輸入した年月

輸入業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

備考

１ 様式第９号(イ)の備考第１号から第６号まで、第８号及び第10号の規定は、特殊肥

料等入り指定混合肥料の場合における輸入業者保証票について準用する。この場合に

おいて、様式第９号(イ)の備考第８号中｢｢生産した年月｣｣とあるのは｢｢輸入した年

月｣｣と、「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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（ト）第11条第10項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

土 壌改良資材入り指定混合肥料

輸 入 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割合

正味重量

輸入した年月

輸入業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

備考

１ 様式第９号(イ)の備考第１号から第６号まで、第８号及び第10号の規定は、土壌改

良資材入り指定混合肥料の場合における輸入業者保証票について準用する。この場合

において、様式第９号(イ)の備考第８号中｢｢生産した年月｣｣とあるのは｢｢輸入した年

月｣｣と、「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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（リ）法第33条の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に

定める普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

登 録 外 国 生 産 肥 料

輸 入 業 者 保 証 票

登録番号

肥料の種類

肥料の名称

原料の種類

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産した年月

登録外国生産業者の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

輸入した年月

輸入業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

炭素窒素比

備考

１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで、第９号及び第10号の規定は、法第

33条の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に定める普通肥料の

場合における登録外国生産肥料輸入業者保証票について準用する。

２ 生産した年月又は輸入した年月をこの様式に従い記載することが困難な場合には、

「生産した年月」若しくは「輸入した年月」を「登録番号」の上部に記載するか、又

はこの様式の「生産した年月」若しくは「輸入した年月」の欄に記載箇所を表示の上、

他の箇所に記載することができる。ただし、生産した年月及び輸入した年月を他の箇

所に記載する場合には、生産した年月及び輸入した年月の前にそれぞれ「生産年月」

及び「輸入年月」の文字を付して記載するものとする。

３ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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様式第11号（第11条関係）

（ロ）法第４条第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

販 売 業 者 保 証 票

肥料の種類

肥料の名称

原料の種類

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産（輸入）した年月

生産業者（輸入業者）の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

販売業者保証票を付した年月

販売業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

炭素窒素比

備考

１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで及び第９号の規定は、法第４条第１

項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合における販売業者保証票に

ついて準用する。この場合において、様式第９号（イ）の備考第９号中｢｢登録番号｣｣

とあるのは｢｢肥料の種類｣｣と読み替えるものとする。

２ 生産（輸入）した年月又は販売業者保証票を付した年月をこの様式に従い記載する

ことが困難な場合には、「生産（輸入）した年月」若しくは「販売業者保証票を付し

た年月」を「肥料の種類」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産（輸入）した

年月」若しくは「販売業者保証票を付した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇

所に記載することができる。ただし、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票を付

した年月を他の箇所に記載する場合には、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票

を付した年月の前にそれぞれ「生産（輸入）年月」及び「添付年月」の文字を付して

記載するものとする。

３ 荷口番号又は出荷年月を記載する場合には、荷口番号又は出荷年月の前に「荷口番

号」又は「出荷年月」の文字を付して記載するものとする。
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４ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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（ヘ）第11条第９項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

特 殊 肥 料 等 入 り 指 定 混 合 肥 料

販 売 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産（輸入）した年月

生産業者（輸入業者）の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

販売業者保証票を付した年月

販売業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

備考

１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで及び第９号の規定は、特殊肥料等入

り指定混合肥料の場合における販売業者保証票について準用する。この場合において、

様式第９号（イ）の備考第９号中｢｢登録番号｣｣とあるのは｢｢肥料の名称｣｣と読み替え

るものとする。

２ 生産（輸入）した年月又は販売業者保証票を付した年月をこの様式に従い記載する

ことが困難な場合には、「生産（輸入）した年月」若しくは「販売業者保証票を付し

た年月」を「肥料の名称」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産（輸入）した

年月」若しくは「販売業者保証票を付した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇

所に記載することができる。ただし、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票を付

した年月を他の箇所に記載する場合には、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票

を付した年月の前にそれぞれ「生産（輸入）年月」及び「添付年月」の文字を付して

記載するものとする。

３ 荷口番号又は出荷年月を記載する場合には、荷口番号又は出荷年月の前に「荷口番

号」又は「出荷年月」の文字を付して記載するものとする。

４ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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（ト）第11条第10項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

土 壌 改 良 資 材 入 り 指 定 混 合 肥 料

販 売 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割合

正味重量

生産（輸入）した年月

生産業者（輸入業者）の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

販売業者保証票を付した年月

販売業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

備考

１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで及び第９号の規定は、土壌改良資材

入り指定混合肥料の場合における販売業者保証票について準用する。この場合におい

て、様式第９号（イ）の備考第９号中｢｢登録番号｣｣とあるのは｢｢肥料の名称｣｣と読み

替えるものとする。

２ 生産（輸入）した年月又は販売業者保証票を付した年月をこの様式に従い記載する

ことが困難な場合には、「生産（輸入）した年月」若しくは「販売業者保証票を付し

た年月」を「肥料の名称」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産（輸入）した

年月」若しくは「販売業者保証票を付した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇

所に記載することができる。ただし、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票を付

した年月を他の箇所に記載する場合には、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票

を付した年月の前にそれぞれ「生産（輸入）年月」及び「添付年月」の文字を付して

記載するものとする。

３ 荷口番号又は出荷年月を記載する場合には、荷口番号又は出荷年月の前に「荷口番

号」又は「出荷年月」の文字を付して記載するものとする。

４ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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（リ）法第33条の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に

定める普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

登 録 外 国 生 産 肥 料
販 売 業 者 保 証 票

肥料の種類
肥料の名称
原料の種類
材料の種類、名称及び使用量
正味重量
生産した年月
登録外国生産業者の氏名又は名称及び住所
生産した事業場の名称及び所在地
販売業者保証票を付した年月
販売業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量
炭素窒素比

備考
１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで及び第９号の規定は、法第33条の２
第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に定める普通肥料の場合にお
ける登録外国生産肥料販売業者保証票について準用する。この場合において、様式第
９号（イ）の備考第９号中｢｢登録番号｣｣とあるのは｢｢肥料の種類｣｣と読み替えるもの
とする。

２ 生産した年月又は販売業者保証票を付した年月をこの様式に従い記載することが困
難な場合には、「生産した年月」若しくは「販売業者保証票を付した年月」を「肥料
の種類」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産した年月」若しくは「販売業者
保証票を付した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇所に記載することができる。
ただし、生産した年月及び販売業者保証票を付した年月を他の箇所に記載する場合に
は、生産した年月及び販売業者保証票を付した年月の前にそれぞれ「生産年月」及び
「添付年月」の文字を付して記載するものとする。

３ 荷口番号又は出荷年月を記載する場合には、荷口番号又は出荷年月の前に「荷口番
号」又は「出荷年月」の文字を付して記載するものとする。

４ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載
することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。
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様式第12号（日本産業規格Ａ４）（第16条関係）

事故肥料譲渡許可申請書

年 月 日

農林水産大臣（都道府県知事） 殿

住所
氏名（名称及び代表者の氏名）

下記により事故肥料を譲渡したいので、肥料の品質の確保等に関する法律第19条第２項
の規定により許可を申請します。

記

１ 氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
２ 肥料の種類
３ 肥料の名称
４ 肥料の所在地
５ 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量（法第４条第１項第３号に掲げる普通肥
料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量、同条
第２項第３号及び第４号に掲げる普通肥料（同条第１項第３号に掲げる普通肥料が原料
として配合されたものを除く。）にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第17条
第１項第３号の農林水産大臣が定める主成分の含有量、法第４条第２項第３号及び第４
号に掲げる普通肥料（同条第１項第３号に掲げる普通肥料が原料として配合されたもの
に限る。）にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第17条第１項第３号の農林水産
大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第４条第１項第３号に掲げる普
通肥料の種類）

６ 譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量（法第４条第１項第３号に掲げる普
通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量、同条第２項第３
号及び第４号に掲げる普通肥料（同条第１項第３号に掲げる普通肥料が原料として配合
されたものを除く。）にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第17条第１項第３
号の農林水産大臣が定める主成分の含有量、法第４条第２項第３号及び第４号に掲げる
普通肥料（同条第１項第３号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。）
にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第17条第１項第３号の農林水産大臣が定め
る主成分の含有量及び有害成分の含有量）

７ 事故の概要

備考
１ 仮登録肥料及び指定混合肥料にあつては２を記載しなくてよい。
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様式第13号（第19条関係）

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

事 故 肥 料 成 分 票

許可番号

許可年月日

肥料の名称

主成分の含有量（％）

事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所

備考
１ 事故肥料成分票を容器又は包装の外部に縛り付け、又は縫い付ける場合を除き、最
上部２センチメートルの部分は、付けなくてもよい。

２ 様式第９号（イ）の備考第１号及び第３号の規定は、事故肥料成分票について準用
する。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三

年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
肥
料
取
締
法
（
次
項
及
び
次

条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
普
通
肥
料
で
あ
っ
て
、
肥
料
の
品
質

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
原
料

と
し
て
使
用
す
る
普
通
肥
料
が
そ
の
登
録
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
普
通
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
に
つ

い
て
は
、
そ
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
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第
三
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
の
様
式
（
第
四
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る

書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
四
条
各
項
、
第
五
条
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
若
し

く
は
仮
登
録
を
受
け
、
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
普
通
肥
料
の
保

証
票
に
主
成
分
を
記
載
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

旧
法
第
四
条
各
項
、
第
五
条
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
若
し
く
は
仮
登
録
を
受
け
、
又
は

同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
普
通
肥
料
に
使
用
さ
れ
る
容
器
又
は
包
装
で

あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
令
に
適
合
す
る
保
証
票
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

以
内
に
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
又

は
第
二
項
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
施
行
日
前
に
旧
法
第
四
条
各
項
、
第
五
条
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
若
し
く
は
仮
登
録
を
受
け
、
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
の
容
器
又
は
包
装
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
適
合
す
る
保
証
票
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
な
す
。
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４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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